
ＰＦＳエビデンス等照会実施要領 

 

令 和 ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日 

成果連動型民間委託契約方式の推進に関する  

関係府省庁連絡会議決定 

 

１．趣旨 

社会課題解決のための官民連携の手法である成果連動型民間委託契約方式を

活用した事業の適切な実施においては、解決しようとする社会課題が明確に定

義され、その価値が住民を始めとするステークホルダーに共有されていること

が本質的に重要である。 

様々な価値観や立場にある人々の間で価値を共有するには、できるだけ外在

的価値（貨幣換算されたものが分かりやすいが、金額以外の場合もある）を客観

的な指標により示すことが有効である。そうした外在的価値の検討に当たって

は、広く国民を対象とした価値観の調査、大規模で長期間にわたる縦断的研究、

好事例の報告等が有用な検討資料となる。 

一方、国等が実施する調査・研究結果や好事例は広範にわたり、地方公共団体

の実務者が適切な情報を検索して辿り着くことは必ずしも容易ではない。こう

した背景にあって、新たなＰＦＳアクションプランにおいても、「ＰＦＳ案件形

成を行う地方公共団体等からの個別の要望に応じ、国が既存のエビデンスを検

索し、共有する体制を構築する」ことを、内閣府及び関係省庁の取組事項として

盛り込んでいる。 

以上を踏まえ、ＰＦＳ関係府省庁においては、本実施要領に定めるところによ

り、地方公共団体等からのエビデンス等に関する照会の対応を行う。 

 

２．照会対応の範囲 

（１）照会に対応する者（受付、関係省庁） 

   ＰＦＳ関係府省庁連絡会議を構成する府省庁が照会に対応する。 

（２）照会をする者 

   ＰＦＳの導入を検討する地方公共団体等の職員を対象とする。 

（３）照会内容 

   本要領の趣旨に沿った照会として、想定される内容は次のとおり。 

 成果に関する概念整理（どのような効果がどのステークホルダーにあ

るか） 

 関連する成果指標の測定方法 

 成果の価値について議論するために有用な研究結果の報告 

 関連する国内外の事例 



 

３．手続 

（１）照会の受付 

内閣府成果連動型事業推進室（以下、「ＰＦＳ室」という。）が受付窓口とな

り、内閣府公式サイト内のＰＦＳポータルサイトにおいて、常時受付を行う。

照会者は、ＰＦＳエビデンス等照会依頼書（別紙１）に所定の事項を記載し、

ＰＦＳ室に提出する。 

（２）回答の準備、関係省庁への展開 

   ＰＦＳ室は、照会をする者から前記依頼書を受領した後、次のいずれかの方

法により、回答の準備を行う。 

ア ＰＦＳ室が把握している調査・研究報告、事例、過去の照会への回答等

により、その照会依頼に十分に回答できる場合、ＰＦＳ室において回答を

作成する。 

イ 上記アに当たらない場合、ＰＦＳ室は関係省庁に回答作成を依頼する。

依頼を受けた関係省庁は、各省庁内の所管部局への照会等によって情報収

集し、ＰＦＳ室に提出する。 

（３）照会元への回答 

ＰＦＳ室は、上記（２）で収集した情報に基づき、ＰＦＳエビデンス等照会

回答書（別紙２）により回答を作成し、照会元へ回答を行う。 

（４）記録の作成・保存・共有 

   ＰＦＳ室は、照会及びそれへの回答について記録を作成して保存するほか、

上記（２）イに係る関係省庁及び関連があると思われる関係省庁に共有する。 

（５）照会内容の公表 

   ＰＦＳ室は、特段の差支えがない限り、回答内容を取りまとめ、ＰＦＳポー

タルサイトにおいて公表する。 

（６）回答期限 

   ＰＦＳ室及び関係省庁は、照会を受け付けた後、３週間以内を目安に照会を

した者へ回答する。 

  



別紙１ 

●年●月●日 

 

ＰＦＳエビデンス等照会依頼書 

 

●● 都道府県/市区町村  

（公印省略） 

 

   ＰＦＳ事業の検討に関し、次のとおり、情報提供を依頼します。 

 

自治体名  

部署  

役職・担当者  

電話  

メールアドレス  

照会概要 

（複数回答可） 

☐成果に関する概念 

☐関連する測定方法 

☐成果のインパクトを把握するのに有用な研究結果の報告 

☐関連する国内外の事例 

☐その他 

照会の詳細  

不公表の希望 ☐本照会の内容及び回答を不公表とすることを希望 

☐団体名のみ非公表で、照会内容及び回答のみ公表を希望 

【理由】※公表可の場合は記載不要 

 

 

 

  



別紙２ 

●年●月●日 

 

ＰＦＳエビデンス等照会回答書 

 

内閣府成果連動型事業推進室  

（公印省略） 

 

   依頼のあったＰＦＳ事業の検討に関するエビデンス照会について、次のと

おり、情報の検索を行いましたのでお知らせします。 

 

照会概要 ☐成果に関する概念 

☐関連する測定方法 

☐成果のインパクトを把握するのに有用な研究結果の報告 

☐関連する国内外の事例 

☐その他 

照会の詳細  

情報提供元の府

省庁・部局 

 

回答  

 


